
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
九
十
七
号

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規
則

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
十

八
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活

躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
地
方
公
共
団
体

の
機
関
、
そ
の
長
又
は
そ
の
職
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、

政
令
第
一
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

知
事

知
事
が
任
命
す
る
職
員

議
会
の
議
長

議
会
の
議
長
が
任
命
す
る
職
員

選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会
が
任
命
す
る
職
員

代
表
監
査
委
員

代
表
監
査
委
員
が
任
命
す
る
職
員

人
事
委
員
会

人
事
委
員
会
が
任
命
す
る
職
員

水
道
事
業
管
理
者

水
道
事
業
管
理
者
が
任
命
す
る
職
員

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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